
短期生募集要項 2026年3月改定

短期生とは

・「留学」の在留資格以外で本校の授業を受講する学生。

　　（例）「短期滞在」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」

１．入学条件

　　①ビザを独自で取得可能な者

　　②日本国の法令を遵守し、犯罪の恐れのない者

２．入学時期

　　①入学願書

　　②パスポートのコピーもしくは在留カードのコピー

　　③写真２枚

３．諸経費（消費税込み）

事務手続き費

授業料（月額）

教材費

初回納付金

　＊学費等に関する留意事項

　　①各月の途中で入学・退学する場合は、日割り（３，０００円／１日）計算いたします。

　　②教材費は実費となります。なお、教科書を持参する場合は減額となりますので、お問合せ下さい。

　　③課外活動に参加される場合は、別途費用が必要となります。

　＊その他の留意事項

　　①毎月の授業開始日および授業日数は当校の定めた日とし、各月によって異なります。

　　② 継続して学習を希望する場合は、前月の２５日までに授業料を支払い、手続を完了して下さい。

2,000

47,000

実費

47,000＋教材費


